
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年第１１回（１２月） 
 

農業委員会総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉富町農業委員会 

 

 

 

 

 



１．日時及び場所   平成２８年１２月９日（金） 

開 会１０時００分 閉 会１０時５４分 

 

２．開催場所     吉富フォーユー会館３階会議室 

 

３．出席委員 

委員の定数     １６名 

   出席委員数     １６名 

   欠席委員数      ０名 

出席委員の氏名  

是木 輝義 

瀬口 勝美 

井上 幸子 

樋口 翌 

奥家 信弘 

賀部 正直 

是木 則幸 

若山 清敏 

高原 孝幸 

宇佐 正人 

太田 克弘 

菊  啓治 

守口 正典 

豊田 和義 

土屋 豊一 

畑田 英文 

欠席委員の氏名  なし 

 

４．付議事項 

議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請書について    ２件 

議案第１７号 農地法第４条第１項の規定による許可申請書について ２件 

議案第１８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書について １件 

議案第１９号 農地の賃借料情報の公表について 

報  告  事  項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

５．農業委員会事務局職員 

   事務局職員 赤尾 慎一、石丸 貴之、奥家 志穂 

 

６．会議の概要 

事務局 

 

 

 

 

是木会長 

 

 

 

 

 

委員の皆さんおはようございます。 

皆様方におかれましては、年度末の何かとお忙しい中ご出席いた

だきまして有難うございます。それでは、ただ今より平成２８年第

１１回（１２月）総会を開催いたします。 

開会に先立ちまして是木会長よりご挨拶をお願いいたします。 

皆さんおはようございます。ここ何日かは大変寒くなりました。

皆様方にはお忙しい中お集まりいただき有難うございます。それで

は、ただいまから平成２８年第１１回（１２月）の総会を開催いた

します。まず、議事録署名人の指名をいたします。議事録署名人に

は菊委員、守口委員のお二人を指名いたします。 

それでは、議事に入ります。「議案第１６号 農地法第３条の規
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定による許可申請書について」を上程いたします。今回２箇所の案

件のようです。事務局より説明をお願いします。 

それでは１ページをご覧ください。「議案第１６号 農地法第３

条の規定による許可申請書について」です。先ず番号１の説明です。  

この案件は譲渡（売買）契約に基づき、農地の所有権移転を行う

為の許可申請案件です。 

申請農地：吉富町大字別府２８０番地  畑  １２９㎡ 

申請農地：吉富町大字別府３３１番地  畑  ４１４㎡ 

                   計  ５４３㎡ 

譲 渡 人：中津市大字上宮永○○番地○  Ｏ．Ｋ 

譲 受 人：吉富町大字別府○○○番地   Ｏ．Ｈ 

（その他議案内容朗読及びＰ２からＰ８説明） 

本申請は、農地法第３条許可の不許可要件の７項目のいずれにも

該当いたしません。Ｏ．Ｋさんは農地の管理が難しいとのことで今

回Ｏ．Ｈさんに譲渡ということで経営面積は４，６７１㎡となり、

本町の農地下限面積の３０ａ以上の保有となり問題はないと思わ

れます。以上で説明を終わります。よろしくご審議願います。 

それでは、地元委員の太田委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします。 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。ご本人は農地の管

理が出来ないと言うことでの譲渡ですので問題ないと思われます。 

太田委員並びに事務局より説明がありました。 

ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします。 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１６号－１については承認す

ることにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

それでは、議案第１６号－１に関しては承認することと決します。 

続きまして、議案第１６号－２について事務局より説明をお願い

します。 

次に番号２の説明です。再度１ページをご覧ください。この案件

は、譲渡（贈与）契約に基づき、農地の所有権移転を行う為の許可

申請案件です。 

申請農地：吉富町大字別府２８２番地  畑  ３２０㎡ 

譲 渡 人：中津市大字中殿○○○番地○  Ｍ．Ｓ 

譲 受 人：吉富町大字別府○○○番地   Ｏ．Ｈ 

（その他議案内容朗読及びＰ９からＰ１３説明） 

本申請は、農地法第３条許可の不許可要件の７項目のいずれにも

該当いたしません。Ｍさんは農地の管理が難しいとのことで今回Ｏ

さんに譲渡ということでＯさんの経営面積は４，６７１㎡となり、
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本町の農地下限面積の３０ａ以上の保有となり問題はないと思わ

れます。以上で説明を終わります。よろしくご審議願います。 

それでは、地元委員の太田委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします。 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。ご本人は農地の管

理が出来ないと言うことでの譲渡ですので問題ないと思われます。 

太田委員並びに事務局より説明がありました。 

ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします。 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１６号－２については承認す

ることにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

それでは、議案第１６号－２に関しては承認することと決します。 

これにより「議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請

について」は２箇所とも承認することとします。 

つづいて「議案第１７号 農地法第４条第１項の規定による許可

申請書について」を上程いたします。今回２箇所の案件のようです。

事務局より説明をお願いします。 

それでは１４ページをご覧ください。「議案第１７号 農地法第 

４条第１項の規定による許可申請書について」です。先ず番号１の 

説明です。この案件は自己所有農地を貸駐車場にするための４条転 

用申請となっています。 

申請農地：吉富町大字今吉２３７番地１ 田 ４２９㎡ 

申請農地：吉富町大字楡生６番地３   田   ４.０５㎡ 

                    計 ４３３.０５㎡ 

申 請 人：吉富町大字広津○○○番地○ Ｔ．Ｈ 

転用理由：貸駐車場 

（その他議案内容朗読及びＰ１４からＰ２４説明） 

平成２０年７月に県より農振除外の許可が下りている案件です。 

農地区分については、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に

おいて、居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接

続して設置されるものであることから、第１種の例外要件の農地で

あると判断されます。以上で説明を終わります。よろしくご審議願

います。 

それでは、地元委員の豊田委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。周辺には家が立ち

並んでいますし、貸駐車場なので、排水は発生しないので問題ない

と思われます。 

豊田委員並びに事務局より説明がありました。 
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ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします。 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１７号－１については承認す

ることにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

それでは、議案第１７号－１に関しては承認することと決します。 

続きまして、議案第１７号－２について事務局より説明をお願い

します。 

次に番号２の説明です。再度１４ページをご覧ください。この案

件は、自己所有農地を貸駐車場にするための４条転用申請となって

います。 

申請農地：吉富町大字広津４７０番地２ 田 ３３２㎡ 

申請農地： 吉富町大字広津４７０番地４ 田  ４９㎡ 

                    計 ３８１㎡ 

申 請 人：春日市小倉東○丁目○○番地 Ｎ．Ｋ 

転用理由：貸駐車場 

（その他議案内容朗読及びＰ２５からＰ３１説明） 

農地区分については都市計画用途区域内「第一種住居地域」内の

農地であることから第３種要件の農地であると判断されます。よろ

しくご審議願います。 

それでは、地元委員の賀部委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします。 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。県道拡幅工事に伴

う転用ですので問題ないと思われます。 

賀部委員並びに事務局より説明がありました。 

ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします。 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１７号－２については承認す

ることにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

それでは、議案第１７号－２に関しては承認することと決します。 

これにより「議案第１７号 農地法第４条第１項の規定による許

可申請について」は２箇所とも承認することとします。 

つづいて「議案第１８号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請書について」を上程いたします。事務局より説明をお願いしま

す。 

それでは３２ページをご覧ください。「議案第１８号 農地法第

５条第１項の規定による許可申請書について」です。この案件は、

この農地を第三者へ所有権移転の伴う転用です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

是木会長 

 

土屋委員 

 

是木会長 

 

 

各委員 

是木会長 

 

各委員 

是木会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

是木会長 

 

各委員 

是木会長 

 

各委員 

是木会長 

 

 

 

 

申請農地：吉富町大字土屋３６１番地５ 畑 ３８㎡ 

譲 渡 人：大分市千代町○丁目○番○－○○号 Ｕ．Ｙ 

譲 受 人：吉富町大字土屋○○○番地     Ｉ．Ｈ 

転用理由：進入路 

（その他議案内容朗読及びＰ３３からＰ３９説明） 

農地区分については都市計画用途区域内「第一種低層住居専用地

域」内の農地であることから第３種要件の農地であると判断されま

す。よろしくご審議願います。 

それでは、地元委員の土屋委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします。 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。自宅への進入路建

設に伴う転用ですので問題ないと思われます。 

土屋委員並びに事務局より説明がありました。 

ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします。 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１８号については承認するこ

とにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

それでは、「議案第１８号 農地法第５条第１項の規定による許

可申請書について」は承認することと決します。 

つづいて「議案第１９号 農地の賃借料情報の公表について」を

上程いたします。事務局より説明をお願いします。 

それでは説明いたします。（Ｐ４０議案朗読） 

この案件は、農地法第５２条の規定により、農地の賃借料情報を

提供する必要があるため、平成２８年１月から１１月までに締結さ

れた賃貸借における賃借料水準を公表するもので、役場前掲示板へ

の公告、１月号広報及び町ホームページへの掲載を予定しています。 

（公告内容、広報掲載文を資料に沿い朗読） 

以上、よろしくご審議願います。 

事務局より説明がありました。ただ今より質疑を受けたいと思い

ます。発言のある方は挙手お願いします。 

（質疑なし） 

それでは、議案１９号につきまして承認することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なし） 

では、議案第１９号については承認することとし、本日付けにて

公告するとともに、１月号広報及び町のホームページにも掲載する

こととします。 

次に報告事項があります。「農地法第１８条第６項の規定による

通知について」であります。事務局より説明をお願いいたします。 
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４４ページをご覧ください。「農地法第１８条第６項の規定によ

る通知について」です。利用権の合意解約となります。 

ＴさんとＭさん利用権ですが、Ｔさんの都合により耕作が出来な

いということでの合意解約です。 

事務局からの報告ありましたが、委員の皆さん何か質問等はござ

いませんか。 

（質疑なし） 

本日の議事はすべて終了しましたが、その他として情報交換と

なっていますがなにかありませんか？ 

事務局より農業委員手帳を配布しますのでご活用ください。 

農業委員会法改正についての説明 

（各地区内での情報交換） 

その他特になければ次回の総会の日程ですが、事務局よりお願い

いたします。 

予定どおり、１月１１日（水）１０：００からこの場所での開催

を提案しますがどうでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、これをもちまして平成２８年第１１回（１２月）総会

を閉会いたします。皆様、良い年をお迎え下さい。お疲れ様でした。 

１０時５４分 閉会 

 


